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Ⅰ 基本的事項 

 

１，本計画の位置付け  
 平成２３年５月、京都府において「原子力発電所防災対策暫定計画（高浜及び大

飯発電所編）」が策定され、国の新たな原子力防災指針の改定に先駆け、京都府内

において「防災対策を重点的に実施すべき地域の範囲（ＥＰＺ）」が概ね半径２０

ｋｍの範囲とされた。 
 こうした中、同年１１月、国の原子力安全委員会において、現行のＥＰＺに替わる

新たな「防災対策を重点的に充実すべき地域」の考え方、「予防的防護措置を準備する

区域（ＰＡＺ）」、「緊急時予防措置を準備する区域（ＵＰＺ）」の報告があったところ

である。 
 以上のことから、南丹市においては、国の新たな原子力防災指針が出されるまでの

間、暫定的な措置として、京都府との連携・調整をしながら、住民等の避難等の実施

について必要な事項を定めるものである。 

 
２，避難に当たっての基本的な考え方 

 （１）高浜発電所及び大飯発電所から半径３０ｋｍ圏内の全住民を重複なく、それ

ぞれいずれかの施設に収容できるように指定する。 
 （２）いずれの住民も、高浜発電所及び大飯発電所から遠ざかる方向に移動する

ように配慮する。 
 （３）住民に対する避難先での行政サービスの提供を考慮し、南丹市内施設等へ

の避難を基本とする。 

 （４）実際の運用に当たっては、原子力発電所における事故等の状況に応じ、

ＳＰＥＥＤＩネットワークシステム情報により、本計画を柔軟に応用し

て対応する。 

 

３，避難計画の運用上の確認 

 原子力発電所の事故等の情報を早急かつ正確に収集し、国、関西電力㈱、京都府等

とそれぞれ協議の上、必要に応じた段階的な避難体制により、市民に混乱が生じない

よう配慮する。 

  注）段階的な避難体制とは・・・  

 Ａ 原子力発電所での事故の連絡があれば、放射線環境モニタリングの実施。 

   一定レベル（防護対策指標）を超える恐れがあるときは、屋内退避を指示。 

 Ｂ 屋内退避後２～３日程度しても、事故の終息をみない場合は、放射性物質の放

出量、気象条件、モニタリング結果を考慮し、概ね２０ｋｍ圏域の住民避難を

実施。 

 Ｃ その後、事故の状況により概ね３０ｋｍ圏域の住民避難体制をとる。 
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 ４，屋内退避・避難等に関する指標 

 （１）原子力緊急事態宣言が発出されていない場合 
   ○表１の指標により退避等を実施 
   ○予測線量が表２の指標に該当する場合は、国及び京都府や専門家等と協議し

て退避等の実施準備を開始し、退避等が必要となった場合は退避等の勧告等

必要な応急対策を実施  
 （２）原子力緊急事態宣言が発出された場合 
   ○表２の指標により退避等の初期活動を実施 
 

表１ 屋内退避及び避難等に関する指標  

予測線量（単位；ミリシーベルト）  

外部被ばくによる  

実効線量  

内部被ばくによる等

価線量  
・放射性ヨウ素による

小児甲状腺の等価線

量  
・ウランによる骨表面

又は肺の等価線量  
・プルトニウムによる

骨表面又は肺の等価

線量  

防護対策の内容  

１０～５０  １００～５００  

住民は、自宅等の屋内へ退避すること。  

その際、窓等を閉め気密性に配慮すること。 
ただし、施設から直接放出される中性子線又

はガンマ線の放出に対しては、指示があれ

ば、コンクリート建屋の屋内に退避するか、

又は避難すること。  

５０以上  ５００以上  
住民は、指示に従いコンクリート建屋の屋内

に退避するか、又は避難すること。  

注）１ 予測線量は、府災害対策本部等において算出され、これに基づく周辺住民等の防護

対策措置についての指示等が行われる。  

  ２ 予測線量は、放射性物質又は放射線の放出期間中、屋外に居続け、何らの措置も講

じなければ受けると予測される線量である。  

  ３ 外部被ばくによる実効線量、放射性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量、ウランに

よる骨表面又は肺の等価線量、プルトニウムによる骨表面又は肺の等価線量が同一

レベルにないときは、これらのうちいずれか高いレベルに応じた防護対策をするも

のとする。  
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表２ 京都府における原子力災害時の退避・避難のための初期活動開始指標 

予測線量（単位；ミリシーベルト）  

外部被ばくによる  

実効線量  

放射性ヨウ素による

小児甲状腺の等価線

量  

防護対策の内容  

＜第１レベル＞  

５～１０  ５０～１００  
住民は、自宅等の屋内へ退避すること。  
その際、窓等を閉め気密性に配慮すること。  

＜第２レベル＞  

１０～５０  １００～５００  

住民は、指示に従いコンクリート建屋の屋内

に退避すること。その際、窓等を閉め気密性

に配慮すること。  

＜第３レベル＞  

５０以上  ５００以上  

住民は、指示に従い、予測線量が第１レベル

に達しない場所まで避難すること。  

注）外部被ばくによる実効線量及び放射性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量が同一レベル

にないときは、これらのうちいずれか高いレベルに応じた防護対策をするものとする。  

 
 

さらに当面、事故継続等の長期的な緊急時の状況において、国から示された、計画

的避難区域の設定の暫定的な目安２０ｍＳｖ／年、及び幼児・児童・生徒が校庭・園

庭で活動する際に、利用時間の制限を加えるべき目安３．８μＳｖ／時（２０ｍＳｖ

／年に相当）にも準拠し、適切に対応する。  
 

 

≪参照資料≫ 
【資料１ 「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定について】 

・平成 23 年 4 月 22 日付け首相官邸広報資料 

・平成２３年４月１０日付け原子力災害対策本部長あて原子力安全委員会意見書 

【資料２ 福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について 

（平成２３年４月１９日付け文部科学省通知）】 
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【資料１】 
「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定について 

（平成２３年４月２２日付け首相官邸広報資料）  

 
平成２３年４月２２日  

 
 
１．「計画的避難区域」の設定 

 
 （１）福島第一原子力発電所から半径２０ｋｍ以遠の周辺地域において、気象条件や

地理的条件により、同発電所から放出された放射性物質の累積が局所的に生じ、

積算線量が高い地域が出ています。これらの地域に居住し続けた場合には、積

算線量がさらに高水準になるおそれがあります。  
 
 （２）このため、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）と国際原子力機関（ＩＡＥＡ）

の緊急時被ばく状況における放射線防護の基準値（年間２０～１００ミリシー

ベルト）を考慮して、事故発生から１年の期間内に積算線量が２０ミリシーベ

ルトに達するおそれのある区域を「計画的避難区域」に設定しました。 
 
 （３）「計画的避難区域」の住民等の方には大変なご苦労をおかけすることになりま

すが、別の場所に計画的に避難してもらうことが求められます。計画的避難は、

概ね１ヶ月を目途に実行されることが望まれます。その際、当該自治体、県及

び国の密接な連携の下に行われるものとなります。  
 
 
 
２．「緊急時避難準備区域」の設定 

 
 （１）同発電所の事故の状況がまだ安定していないため、これまで「屋内退避地域」

に設定されていた半径２０ｋｍから３０ｋｍの区域の大部分は、今後なお、緊

急時に屋内退避や避難の対応が求められる可能性が否定できない状況にありま

す。 
 
 （２）このように、同発電所の事故の状況がまだ安定せず緊急に対応することが求め

られる可能性があり得ることや屋内退避の現況を踏まえ、原則として、これま

での「屋内退避区域」で上記１．の「計画的避難区域」に該当する区域以外の

区域を「緊急時避難準備区域」に設定しました。 
 
 （３）この区域の方には、常に緊急時に屋内退避や避難が可能な準備をしておいてい

ただくことが必要です。 
 
 （４）「緊急時避難準備区域」においては、引き続き自主的避難をすることが求めら

れます。特に、子供、妊婦、要介護者、入院患者の方などは、この区域に入ら

ないようにすることが引き続き求められます。ご苦労をおかけいたしますが、

ご協力のほどお願いいたします。なお、この区域内では、保育所、幼稚園や小

中学校及び高校は休園、休校されることになります。 
 
 （５）勤務等のやむを得ない用務等を果たすために同区域内に入ることは妨げられま

せんが、その場合も常に緊急的に屋内退避や自力での避難ができるようにする

ことが求められます。  
 
 （６）「緊急時避難準備区域」における対応については、当該自治体、県及び国の密

接な連携の下に行われるものとします。 
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３．「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定の見直し 

 
 （１）「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定のあり方については、同

発電所からの放射性物質の放出が基本的に管理される状況になると判断される

時点で見直しを行うこととしています。 
 
 （２）なお、それまでの間、さらに当該区域の環境モニタリングを強化して、関係す

るデータを集約・分析して、見直しの検討に資するものとしています。 
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「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定について 

（平成２３年４月１０日付け原子力災害対策本部長あて原子力安全委員会意見書）  

 
平成２３年４月１０日  

 
  原子力災害対策本部長 殿 
 

原子力安全委員会       
 
 

平成２３年４月１０日付で原子力災害対策特別措置法

第２０条第５項に基づいて意見を求められた件について、

同項の規定に基づき別添の通り意見を述べます。 

 

（別添） 

「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」 

の設定について 

 

１．「計画的避難区域」の設定 

（１） 福島第一原子力発電所から半径２０ｋｍ以遠の周辺地域において、気象条件や地理的条件によ

り、同発電所から放出された放射性物質の累積が局所的に生じ、積算線量が高い地域が出ている。

これらの地域に居住し続けた場合には、積算線量がさらに高水準になるおそれがある。 

（２） このため、国際放射線防護委員会（ICRP）と国際原子力機関（IAEA）の緊急時被ばく状況にお

ける放射線防護の基準値（年間２０～１００ミリシーベルト）を考慮して、事故発生から１年の

期間内に積算線量が２０ミリシーベルトに達するおそれのある区域を「計画的避難区域」とする

ことを提案する。 

（３） 「計画的避難区域」の住民等の方には別の場所に計画的に避難してもらうことが求められる。 

 

２．「緊急時避難準備区域」の設定 

（１） 同発電所の事故の状況がまだ安定していないため、現在、「屋内退避区域」となっている半径

２０ｋｍから３０ｋｍの区域については、今後なお、緊急時に屋内退避や退避の対応が求められ

る可能性が否定できない状況にある。 

（２） このように、同発電所の事故の状況がまだ安定せず緊急に対応することが求められる可能性が

あり得ることや屋内退避の状況を踏まえ、現在の「屋内退避区域」で上記１．の「計画的避難区

域」に該当する区域以外の区域を「緊急時避難準備区域」とすることを提案する。 
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（３） この区域の方には、常に緊急時に屋内退避や避難が可能な準備をしておいていただくことが必

要である。 

（４） 「緊急時避難準備区域」においては、引き続き自主的避難をすることが求められる。特に、子

供、妊婦、要介護者、入院患者の方などは、この区域に入らないようにすることが強く求められ

る。 

（５） 職務等のやむを得ない用務等を果たすために同区域内に入ることは妨げられないが、その場合

も常に屋内退避や自力での避難ができるようにすることが求められる。 

 

３．「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定の見直し 

（１） 「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定のあり方については、同発電所からの放

射性物質の放出が基本的に管理される状況になると判断される時点で見直しを行うことが適当

である。 

（２） なお、それまでの間、さらに当該区域の環境モニタリングを強化して、関係するデータを集約･

分析して、見直しの検討に資するようにすることが必要である。 
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【資料２】 
福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について 

23 文科ス第 134 号  

平成 23 年 4 月 19 日  

 

  福島県教育委員会 

  福島県知事 

  福島県内に附属学校を置く国立大学法人の長              殿 

  福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を 

  所轄する構造改革特別区域法第 12 条第 1 項 

  の認定を受けた地方公共団体の長 

 

文部科学省生涯学習政策局長   板東久美子 

初等中等教育局長  山中伸一 

科学技術・学術政策局長   合田隆史 

スポーツ・青少年局長  布村幸彦 

 

福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について（通知） 

 

 去る 4 月 8日に結果が取りまとめられた福島県による環境放射線モニタリングの結果及び 4

月 14 日に文部科学省が実施した再調査の結果について、原子力安全委員会の助言を踏まえた

原子力災害対策本部の見解を受け、校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方（以下、「暫

定的考え方」という。）を下記のとおり取りまとめました。 

 ついては、学校（幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校を指す。以下同じ。）の校舎・校

庭等の利用に当たり、下記の点に御留意いただくとともに、所管の学校及び域内の市町村教

育委員会並びに所轄の私立学校に対し、本通知の趣旨について十分御周知いただき、必要な

指導・支援をお願いします。 

 

記 

 

 1. 学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安について 

 

 学校の校舎、校庭、園舎及び園庭（以下、「校舎・校庭等」という。）の利用の判断につい

て、現在、避難区域と設定されている区域、これから計画的避難区域や緊急時避難準備区域

に設定される区域を除く地域の環境においては、次のように国際的基準を考慮した対応をす

ることが適当である。 

 国際放射線防護委員会（ICRP）の Publication109（緊急時被ばくの状況における公衆の防

護のための助言）によれば、事故継続等の緊急時の状況における基準である 20～100mSv/年を
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適用する地域と、事故収束後の基準である 1～20mSv/年を適用する地域の併存を認めている。

また、ICRP は、2007 年勧告を踏まえ、本年 3 月 21 日に改めて「今回のような非常事態が収

束した後の一般公衆における参考レベル（※1）として、1～20mSv/年の範囲で考えることも

可能」とする内容の声明を出している。 

 このようなことから、幼児、児童及び生徒（以下、「児童生徒等」という。）が学校に通え

る地域においては、非常事態収束後の参考レベルの 1－20mSv/年を学校の校舎・校庭等の利用

判断における暫定的な目安とし、今後できる限り、児童生徒等の受ける線量を減らしていく

ことが適切であると考えられる。 

 

※1 「参考レベル」： これを上回る線量を受けることは不適切と判断されるが、合理的に達

成できる範囲で、線量の低減を図ることとされているレベル。 

 

 また、児童生徒等の受ける線量を考慮する上で、16 時間の屋内（木造）、8 時間の屋外活動

の生活パターンを想定すると、20mSv/年に到達する空間線量率は、屋外 3．8μSv/時間、屋内

（木造）1．52μSv/時間である。したがって、これを下回る学校では、児童生徒等が平常ど

おりの活動によって受ける線量が 20mSv/年を超えることはないと考えられる。さらに、学校

での生活は校舎・園舎内で過ごす割合が相当を占めるため、学校の校庭・園庭において 3．8

μSv/時間以上を示した場合においても、校舎・園舎内での活動を中心とする生活を確保する

ことなどにより、児童生徒等の受ける線量が 20mSv/年を超えることはないと考えられる。 

 

2. 福島県における学校を対象とした環境放射線モニタリングの結果について 

（1）文部科学省による再調査により、校庭・園庭で 3．8μSv/時間（幼稚園、小学校、特別

支援学校については 50cm 高さ、中学校については 1m 高さの数値：以下同じ）以上の空間

線量率が測定された学校については、別添に示す生活上の留意事項に配慮するとともに、

当面、校庭・園庭での活動を 1 日あたり 1 時間程度にするなど、学校内外での屋外活動を

なるべく制限することが適当である。 

   なお、これらの学校については、4 月 14 日に実施した再調査と同じ条件で国により再度

の調査をおおむね 1 週間毎に行い、空間線量率が 3．8μSv/時間を下回り、また、翌日以

降、再度調査して 3．8μSv/時間を下回る値が測定された場合には、空間線量率の十分な

低下が確認されたものとして、（2）と同様に扱うこととする。さらに、校庭・園庭の空間

線量率の低下の傾向が見られない学校については、国により校庭・園庭の土壌について調

査を実施することも検討する。 

（2）文部科学省による再調査により校庭・園庭で 3．8μSv/時間未満の空間線量率が測定さ

れた学校については、校舎・校庭等を平常どおり利用して差し支えない。 

（3）（1）及び（2）の学校については、児童生徒等の受ける線量が継続的に低く抑えられて

いるかを確認するため、今後，国において福島県と連携し、継続的なモニタリングを実施

する。 
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3．留意点 

（1）この「暫定的考え方」は、平成 23 年 3 月に発生した福島第一原子力発電所の事故を受

け、平成 23 年 4 月以降、夏季休業終了（おおむね 8 月下旬）までの期間を対象とした暫

定的なものとする。 

   今後、事態の変化により、本「暫定的考え方」の内容の変更や措置の追加を行うことが

ある。 

（2）避難区域並びに今後設定される予定の計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に所在す

る学校については、校舎・校庭等の利用は行わないこととされている。 

（3）高等学校及び専修学校・各種学校についても、この「暫定的考え方」の 2．（1）、（2）を

参考に配慮されることが望ましい。 

（4）原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解は文部科学省のウェブサ

イトで確認できる。 

 

 

 別添 

 

児童生徒等が受ける線量をできるだけ低く抑えるために取り得る学校における 

生活上の留意事項 

 

 以下の事項は、これらが遵守されないと健康が守られないということではなく、可能な範

囲で児童生徒等が受ける線量をできるだけ低く抑えるためのものである。 

 

１ 校庭・園庭等の屋外での活動後等には、手や顔を洗い、うがいをする。 

 

２ 土や砂を口に入れないように注意する（特に乳幼児は，保育所や幼稚園において砂場の

利用を控えるなど注意が必要。）。 

 

３ 土や砂が口に入った場合には、よくうがいをする。 

 

４ 登校・登園時、帰宅時に靴の泥をできるだけ落とす。 

 

５ 土ぼこりや砂ぼこりが多いときには窓を閉める。  
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Ⅱ 計画の対象範囲 

 

 １，避難計画の対象とする地域 

 南丹市は、高浜、大飯の各原子力発電所から約１５ｋｍの距離に位置し、国の

原子力安全委員会が提唱したＵＰＺ圏域内（原発からの半径３０ｋｍ）に市域の

一部がその対象圏となる。 

このことから、原子力発電所で発生した事故等有事の際には、国、事業者（関

西電力㈱）、京都府等との協議により、災害対策基本法に基づき、市長は必要に応

じて、次の区域を対象に避難指示を発令する。 

 
（１）避難計画の対象とする範囲 

【※世帯数、人口は H23．3 月末現在の住民基本台帳による】 

 

高浜発電所 

避難対象 

大飯発電所 

避難対象 

集落数  ５７地区 ３９地区 

人 口  ４，６２０人 ２，５５５人 

世帯数  １，８９７世帯 １，０２９世帯 

避難対象 

地域 

美山町全域 

美山町鶴ヶ岡地域全域 

美山町知井地域全域 

美山町平屋地域全域 

原子力発電所から 

30ｋｍ圏市域面積 

２３６．５１ｋ㎡ ２３４．７０ｋ㎡ 

 ※注）地域防災計画のＵＰＺ（防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲）区域より、拡

大させて避難対象の範囲を設定している。 

 

 

（２）避難等の実施 

 住民避難の実施に際しては、「避難計画運用上の確認」に記載しているとおり、原子

力発電所の事故の規模等に応じて、放射線モニタリング、ＳＰＥＥＤＩネットワーク

システム等のデータ結果を踏まえ、国や京都府、関西電力㈱などと協議し、時間的な

進展を考慮し、屋内退避、避難の対象となる区域を定める。 

 概ねの対応方針は別表のとおりとする。 
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(別表) 

対象地域  

想定される状況 対   応 

高浜発電所 大飯発電所 

第一段階 

（フェーズ５） 

○原子力発電所での事故通報 

【原災法第 10 条通報】 

●情報収集 

●モニタリングの実施 

●SPEEDI データの入手 

●オフサイトセンターへ派遣 

●警戒広報 

●防護対策（屋内退避、避難）検討 

情報収集等により、警戒すべき地域を中心に美

山町全域に広報する。 

第二段階 

（フェーズ 6） 

○放射線放出量が一定レベルを超え

る事態の場合 

○国「原子力緊急事態宣言」発出 

【原災法第 15 条通報】 

●情報収集 

●モニタリングの実施 

●屋内退避指示 

●避難所開設準備 

モニタリング結果等により、屋内退避指示の対

象地域を決定 

第三段階 

（フェーズ 7） 

○原子力発電所事故後２～３日経過

後、放射線放出量が増大し、事故

の終息をみない場合 

●情報収集 

●モニタリングの実施 

●概ね２０ｋｍ地域の避難指示の検討 

●避難所、救護所の開設 

●スクリーニングの実施 

【第一次避難体制】 

◇対象地域 

美山町  福居地域 

     豊郷地域 

     盛郷地域 

【第一次避難体制】 

◇対象地域 

美山町 山森、熊壁、 

     林、知見 

 

第四段階 

（フェーズ 7） 

○原子力発電所の事故終息がかなり

の期間を要し、放射線放出量がよ

り増大されると判断される場合 

●情報収集 

●モニタリングの実施 

●概ね３０ｋｍ地域の避難指示の検討 

●避難所、救護所の開設 

●スクリーニングの実施 

【第二次避難体制】 

◇対象地域 

美山町全域 

【第二次避難体制】 

◇対象地域 

美山町鶴ヶ岡地域 

    知井地域 

    平屋地域 
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【参考－１】 

■原子力発電所防災対策の第一次避難対象地域 

 ○高浜発電所  第一次避難体制 

地域名 世帯数 人口(人) 備考 

美山町福居地域、盛郷地域、

豊郷地域 

１７２ ３９０ 

 

 

 ○大飯発電所  第一次避難体制 

地域名 世帯数 人口(人) 備考 

美山町山森、熊壁、林、知見 ７０ １４３  

内訳は下表のとおり 

＜第一次避難対象地域＞ 

うち要援護者 対象発電所 

No 地域名 世帯数 人口 

世帯数 人口 高浜 大飯 

1 

福居（山森） 

11 26 6 9 ○ ○ 

2 

福居（熊壁） 

15 28 8 10 ○ ○ 

3 

福居（脇） 

11 24 5 5 ○ － 

4 

福居（庄田） 

10 17 5 6 ○ － 

5 

盛郷（林） 

12 28 4 4 ○ ○ 

6 

盛郷（上吉田） 

15 36 8 9 ○ － 

7 

盛郷（田土） 

20 55 8 14 ○ － 

8 

豊郷（洞） 

29 65 11 12 ○ － 

9 

豊郷（名島） 

13 30 4 6 ○ － 

10 

豊郷（神谷） 

17 36 9 11 ○ － 

11 

豊郷（松尾） 

19 45 11 20 ○ － 

12 知見 32 61 18 20 － ○ 

 合計 204 451 97 126   
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【参考－２】 

 

高浜発電所及高浜発電所及高浜発電所及高浜発電所及びびびび大飯発電所大飯発電所大飯発電所大飯発電所とととと南丹市南丹市南丹市南丹市のののの位置位置位置位置    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※朱線の円は、高浜、大飯各発電所から３０ｋｍ圏域を示す。 

 

高浜発電所
大飯発電所
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【参考－３】 

 

高浜発電所及高浜発電所及高浜発電所及高浜発電所及びびびび大飯大飯大飯大飯発電所発電所発電所発電所からからからから南丹市南丹市南丹市南丹市域域域域のののの距離距離距離距離    
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Ⅲ 避難に関する情報伝達 

１， 伝 達 先 

原 子 力 発 電 所 か ら

30km 圏域対象地域  
確認

欄  
地域名  連絡先  電話番号  携帯電話番号  

高浜  大飯  
 鶴ヶ岡  振興会長    対象  対象  
 福居（山森）    対象  対象  
 福居（熊壁）    対象  対象  
 福居（脇）    対象  対象  
 福居（庄田）    対象  対象  
 盛郷（林）    対象  対象  
 盛郷（上吉田）    対象  対象  
 盛郷（田土）    対象  対象  
 豊郷（洞）    対象  対象  
 豊郷（名島）    対象  対象  
 豊郷（神谷）    対象  対象  
 豊郷（松尾）    対象  対象  
 鶴ヶ岡（舟津）    対象  対象  
 鶴ヶ岡（殿）    対象  対象  
 鶴ヶ岡（川合）    対象  対象  
 鶴ヶ岡（棚）    対象  対象  
 高野（砂木）    対象  対象  
 高野（栃原）    対象  対象  
 高野（今宮）  

当該年度の区長又

は災害連絡担当者  

  対象  対象  
 知井  振興会長    対象  対象  
 南    対象  対象  
 北    対象  対象  
 中    対象  対象  
 河内谷    対象  対象  
 下    対象  対象  
 知見    対象  対象  
 江和    対象  対象  
 田歌    対象  対象  
 芦生    対象  対象  
 白石    外  対象  
 佐々里  

当該年度の区長  

  外  対象  
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原 子 力 発 電 所 か ら

30km 圏域対象地域  
確認

欄  
地域名  連絡先  電話番号  携帯電話番号  

高浜  大飯  
 平屋  振興会長    対象  対象  
 内久保    対象  対象  
 大内    対象  対象  
 荒倉    対象  対象  
 深見    対象  外  
 長尾    対象  外  
 野添    対象  対象  
 安掛    対象  対象  
 上平屋    対象  対象  
 下平屋    対象  外  
 又林  

当該年度の区長  

  対象  外  
 大野  振興会長    対象  外  
 萱野    対象  外  
 大野    対象  外  
 川谷    対象  外  
 岩江戸    対象  外  
 肱谷    対象  外  
 小渕    対象  外  
 向山    対象  外  
 樫原    対象  外  
 音海  

当該年度の区長  

  対象  外  
 宮島  振興会長    対象  外  
 原    外  外  
 板橋    外  外  
 宮脇    対象  外  
 下吉田    対象  外  
 島    対象  外  
 長谷    対象  外  
 上司    対象  外  
 和泉    対象  外  
 静原  

当該年度の区長  

  対象  外  
 ※年度ごとの役員交代時に連絡先を確認する。 
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２，伝達及び手段 

（１）加入電話又は携帯電話による連絡系統図 
 避難計画に応じて，各部署から各区長、関係機関等へ連絡する。  
 

農協・森林組合等

農林商工部 宿泊・観光施設

社会福祉施設

教育委員会 小・中学校

保育所

南丹市社会福祉協議会

南丹市消防団

京都中部広域

消防組合消防本部

市民福祉部

医療機関

南丹市災害対策本部

美山支所

総　務　部 南丹警察署

府立北桑田高校

（美山分校）

各区長

各地域振興会
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（２）有線テレビ、防災行政無線（同報系）による連絡系統図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）事業所・観光客等への情報伝達 
  美山町内の事業所や観光客等来街者に対しては、以下の連絡網により、速やか

な帰宅を指示する。 

 

◇防災行政無線

◇ケーブルテレビ

南丹市災害対策本部 美山町全戸

美山町全屋外拡声子局

南丹市災害対策本部 市内全戸

◇防災行政無線

◇ケーブルテレビ

◇電話連絡

◇広報車巡回

南丹市災害対策本部 美山町宿泊・観光施設

南丹市災害対策本部 市内対象地域

南丹市災害対策本部 美山町全屋外拡声子局

南丹市災害対策本部 市内全戸
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 ３，伝達内容 

警戒広報から屋内退避、避難までの有線放送（防災行政無線（同報系）、ケーブル

テレビ等）による広報・伝達内容は、以下のとおりとする。 
なお、広報車による現地巡回広報はこの例文に準じる。 

 
（１）警戒広報 

 

 

こちらは、南丹市です。 

（本部設置後：南丹市災害対策本部からのお知らせです。） 

 

 原子力発電所の事故は、まだ、収まっていませんが、現在のところ、放射性物質

は外部に漏れていません。 

 

○○地区、△△地区のみなさんは、今後の事故の状況により屋内退避又は避難が

想定されることから、無用な外出は控え、自宅に留まり、今後の市からのお知らせ

や、テレビ、ラジオなどの情報に十分注意してください。 

 この区域内の事業所のみなさんは、従業員の帰宅準備をお願いします。 

 この区域内に滞在している旅行者等は、帰宅準備をお願いします。 

 

 その他の区域の皆さんは、特別な対応の必要はありませんが、無用な外出は控え

て今後の市からのお知らせや、テレビ、ラジオなどの情報に注意してください。 

 今後も、新たな情報が入り次第、お知らせします。 

（以上繰り返し） 

 こちらは、南丹市でした。 
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（２）屋内退避指示時 

 

 

 南丹市災害対策本部からのお知らせです。 

 

 ［現在のところ、放射性物質の異常な放出はありませんが、万一に備え、］災害対策

本部では、次の区域の皆さまに自宅などに退避していただくことを決定しました。 

 

 対象区域は、○○地区、××地区です。 

 対象区域の皆さまは、今後、指示があるまで家の中に入り、窓やドアを閉めて、

換気を止めてください。 

 ［外から帰ってきた人は顔や手を洗い、うがいをして下さい。］ 

 

 この区域内の事業所の皆さんは、帰宅又は屋内退避して下さい。 

 この区域内に滞在している旅行者等は、帰宅してください。 

 

 ○○地区、××地区内の交通は規制されますので、警察官や本部派遣員などの誘

導、指示に従って区域外に退出してください。 

 

その他の区域の皆さんは、特別な対応の必要はありませんが、無用な外出は控えて

ください。 

 

 落ち着いて、防災行政無線、テレビ、ラジオなどの情報に注意してください。 

今後も、およそ１５分毎に防災行政無線で事故の状況などをお知らせします。な

お、状況に変化があった場合は、直ちにお知らせします。 

 

（以上繰り返し） 

こちらは南丹市災害対策本部でした。 

 

 
※斜体の文は必要により加える。以下同じ。 
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（３）避難指示時 
 

 
 南丹市災害対策本部からのお知らせです。 

 ［現在のところ、放射性物質の異常な放出はありませんが、万一に備えて］災害

対策本部では、次の区域の皆さまに避難していただくことになりました。 

 

 ○○地区のみなさんは、○○時○○分までに○○集会場に集合してください。 

 ××地区のみなさんは、○○時○○分までに□□集会場に集合してください。 

 

 避難所へはバスで移動します。 

 

 火の元や戸締まりなどに気をつけて、持ち物は貴重品や着替えなど最小限にして、

［マスクや上着を着用して］班毎に歩いてお集まりください。 

 

 避難の際は、避難済み（完了）の目印として玄関に白いタオルを掲示してくださ

い。 

 

 この地区内に滞在している旅行者等は、帰宅してください。 

 

 その他の区域の皆さんは、避難の必要はありませんが、無用な外出は控えてくだ

さい。 

 

 今後の情報に十分注意し、あわてず、落ち着いて行動してください。 

 

 困ったことがありましたら、南丹市災害対策本部へご連絡ください。 

 

（以上繰り返し） 

こちらは南丹市災害対策本部でした。 
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Ⅳ 避難誘導及び住民の輸送 

 １，緊急避難場所・避難先等 

 住民輸送の手段は、災害対策本部が輸送バスを準備する。 

地域名  人口  
（人）  緊急集合場所  避難先  

福居（山森）  26 山森区公民館  園部北部コミュニティセンター  

福居（熊壁）  28 福居公民館  園部木崎町児童老人会館  

福居（脇）  24 脇区公民館  園部北部コミュニティセンター  

福居（庄田）  17 庄田区公民館  園部北部コミュニティセンター  

盛郷（林）  28 惣持院  園部スポーツセンター  
盛郷（上吉田）  36 上吉田公民館  園部木崎町児童老人会館  
盛郷（田土）  55 田土公民館  園部スポーツセンター  
豊郷（洞）  65 洞公民館  園部木崎町児童老人会館  
豊郷（名島）  30 豊郷公民館  園部南部コミュニティセンター  
豊郷（神谷）  36 神谷集落センター  園部スポーツセンター  
豊郷（松尾）  45 松尾集落センター  園部半田文化センター  
鶴ヶ岡（舟津）  41 舟津集会所  園部南部コミュニティセンター  
鶴ヶ岡（殿）  106 鶴ヶ岡小学校  園部公民館  
鶴ヶ岡（川合）  47 川合公民館  園部南部コミュニティセンター  
鶴ヶ岡（棚）  63 棚公民館  園部公民館  
高野（砂木）  128 砂木集落センター  園部公民館  
高野（栃原）  71 栃原集議所  園部仁江文化センター  
高野（今宮）  25 今宮公民館  園部公民館  

鶴ヶ岡 計  728   
南  52 南公民館  
北  106 北集落センター  
中  171 中公民館  
河内谷  38 河内谷公民館  
下  82 下集落センター  
知見  61 知見公民館、西畑集会所  

江和  97 江和集落センター  
田歌  76 田歌集落センター  
芦生  47 芦生公民館  
白石  6 白石  
佐々里  23 佐々里公民館  

南丹市国際交流会館  

知井 計  759   
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地域名  人口  
（人）  緊急集合場所  避難先  

内久保  129 
大内  79 

内久保公民館  

荒倉  39 荒倉集落センター  
深見  37 深見公民館  
長尾  52 長尾集落センター  
野添  102 野添公民館  
安掛  143 安掛集落センター  

南丹市国際交流会館  

上平屋  160 上平屋公民館  
下平屋  130 下平屋集落センター  
又林  54 又林公民館  

園部海洋センター  

平屋 計  925   
萱野  60 萱野公民館  
大野  225 大野公民館  
川谷  95 川谷公民館  
岩江戸  108 岩江戸公民館  
肱谷  68 肱谷公民館  
小渕  199 小渕公民館  
向山  61 向山公民館  
樫原  69 樫原公民館  
音海  14 音海公民館  

京都府立口丹波勤労者福祉会館  

大野 計  899   
原  130 原公民館  
板橋  122 板橋集落センター  
宮脇  74 宮脇公民館  

園部小学校体育館  

下吉田  42 下吉田集落センター  
島  159 島公民館  
長谷  151 長谷運動公園  
上司  46 上司公民館  

園部第二小学校体育館  

和泉  260 和泉公民館  
静原  182 静原公民館  園部中学校体育館  

宮島 計  1,166   
合計  4,620   

【※人口は H23．3 月末現在の住民基本台帳による】  
【「避難所」は、必要に応じて適宜見直しを行う】  
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 ２，避難所の設置 

避難所名  避難対象地区  
収容人数  
（人）  

避難所  
電話番号  

園部北部コミュニティセンター  山森、脇、庄田  ６７  62-3229 
園部スポーツセンター  林、田土、神谷  １１９  62-3229 
園部木崎町児童老人会館  熊壁、上吉田、洞  １２９  62-2869 
園部公民館  殿、棚、砂木、今宮  ３２２  63-5820 
園部南部コミュニティセンター  名島、舟津、川合  １１８  62-0982 

国際交流会館  
知井地域、平屋地域  
（上平屋、下平屋、又林を除く） 

１，３４０  63-1777 

園部海洋センター  上平屋、下平屋、又林  ３４４  62-4434 
園部仁江文化センター  栃原  ７１  62-0633 
園部半田文化センター  松尾  ４５  62-0617 

京都府立口丹波勤労者福祉会館  大野全地域  ８９９  0771- 
42-5484 

園部小学校体育館  原、板橋、宮脇  ３２６  62-0049 
園部第二小学校体育館  下吉田、島、長谷、上司  ３９８  68-2196 
園部中学校体育館  和泉、静原  ４４２  62-0222 

合計   ４，６２０   
日吉はーとぴあ  【緊急時ストック】  （３００）  72-3220 
日吉殿田活力倍増センター  【緊急時ストック】  （９０）  72-1340 
日吉興風体育館  【緊急時ストック】  （１００）  73-0318 
日吉山の家  一時滞在者等 (緊急時 ) （９０）  72-0510 

八木西地区自治振興会館  【緊急時ストック】  （３０）  0771- 
42-4451 

八木防災センター  【緊急時ストック】  （４０）  0771- 
42-4980 

こむぎ山健康学園  （２０）  63-5320 

八木保健福祉センター  （２０）  0771- 
42-2400 

八木老人福祉センター  

在宅要援護者用として活用  

（５０）  0771- 
42-4680 

※ 自家用車での避難者が多数想定されるため、近隣での駐車場を事前に確保する。 
※ 「避難所」は、必要に応じて適宜見直しを行う。 



 - 28 - 

 ３，輸送計画及び輸送経路 
（１）輸送計画 

 次の車両により、住民避難のための輸送を図る。 

区  分  台数  輸送人数  摘    要  
市営バス  １５  ６０５   
民間バス  ２５  １，０３０  災害時輸送協定締結  
公用車（ワゴン車）  ４  ３８   
公用車（マイクロバス）  ３  ７６   

計  ４７  １，７４９   
 

  避難の輸送は、多数の車両が避難地域等に集中するため、避難の優先順位、道路

状況等を勘案し、別に定める「南丹市避難輸送計画（仮称）」を作成の上、事前に

南丹警察署と協議の上、実施するものとする。 

 

（２）輸送経路 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ ただし、府道１９号園部平屋線が何らかの事象によって通行不可能な場合は、

他のルートを選定する。 

  《補完ルート》 
     ▽国道１６２号を利用し、京都市右京区京北町から南丹市日吉町へ 
     ▽府道綾部宮島線から国道２７号、国道９号経由で南丹市園部町へ 

 

（３）保育所、学校施設からの輸送 

  在校園中において、原子力災害が発生し、「避難指示」が出されたときは、各保

育所、小中学校、府立北桑田高校美山分校と連絡調整の上、園児、児童、生徒及び

学校関係者を一旦、南丹市役所までバス輸送を行い、その後各地域の指定された避

難所へ送り届ける。 

鶴ヶ岡地域

大野地域

美山支所

（現地対策本部）

宮島地域

知井地域

宮脇転回場にて確認

(美山支所にて確認)

平屋地域

各指定避難所

⇒ 府道19号　園部平屋線 ⇒
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 ４，避難の誘導確認 

 避難対象地域の住民の避難誘導、避難完了の確認について、下記の要領によるもの

とする。 

（１）市災害対策本部は、避難対象地域の住民に避難指示を出す段階で、南丹警察署

と交通規制の場所、規制予定時間、避難対象地域の確認等を調整するとともに、

園部消防署に対して、避難対象地域の避難指示巡回広報を依頼する。 

（２） 市災害対策本部は、避難対象地域の緊急集合場所へ災害対策本部職員を派遣し、

対象地域の区長及び消防団員と連携し、バス避難の住民と自家用車避難の住民

を確認するとともに、バス乗車の氏名、世帯構成等人員を確認する。 

（３）自家用車で避難する住民は、避難指示が発令された段階で、緊急集合場所に集

合し、当該区長へ氏名、世帯人数を申し出るとともに、市の用意した車両ととも

に避難所へ避難する。  
（４）対象各地域の避難完了の確認は、災害対策本部現地派遣係員と市消防団が班を

編成し、戸別訪問の上、一戸ずつ確認する。  
なお、避難対象地域の住民が外出等により避難未確認の場合は、「避難未確認リ

スト」を作成し、区長及び指定避難所係員に引継ぎ、安否確認を引き続き行う。 
（５）避難の確認完了後、災害対策本部現地派遣係員は、本部へ「避難完了」の報告

をする。報告を受けた災害対策本部は、警察署、消防署にそれぞれ避難完了報告

を行う。 
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Ⅴ 災害時要援護者に対する避難支援等 

 １，在宅の要援護者の避難 
（１）情報共有機関及び避難協力機関 
    ・京都中部広域消防組合園部消防署、各出張所 
    ・南丹市消防団 
    ・京都府南丹警察署 
    ・南丹市社会福祉協議会 
    ・南丹市民生児童委員 
    ・各振興会、各行政区 
 
（２）要援護者の避難支援体制 
 「南丹市災害時要援護者避難支援プラン」に基づき、情報伝達体制、避難支援体制

を整備し、要援護者の避難を支援する。 
 特に、在宅の要援護者は、避難誘導もケースバイケースと想定されることから、市

災害対策本部が避難指示を出す段階で、市民福祉部は、輸送計画を担当する企画政策

部と調整し、また情報を共有している機関とも連絡を密にし、避難支援の協力を求め、

必要な車両確保に努める。 

 
 
 ２，在宅の要援護者の状況 
 災害時要援護者の状況は、「車椅子生活で介助が必要」、「障害者トイレが必要」また

「認知証による理解が苦手」等々、多様なケースがあるため、指定する避難所での長

期的な生活が困難なことが予想される。 
 このようなことから、市民福祉部は要援護者のニーズに合わせて、福祉避難所の開

設や園部町、八木町、日吉町に立地する社会福祉施設等と調整し、要援護者の避難生

活を支援する。 
 なお、地区別の状況は次頁のとおり。（データ人数は平成 22 年 1 月現在） 
 
 
 ３，外国人に対する避難支援 

 日本語での情報が十分理解できない外国人の避難誘導については、身ぶり、手ぶり

によるコミュニケーションを図り、孤立させないよう配慮する必要がある。 
 また、避難情報については、多言語による情報提供が必要な場合も想定されること

から、外国人向けの避難誘導マニュアルを作成する。 



 - 31 - 

 
災害時要援護者世帯及び人数 

（平成 22 年 1 月現在）  

地域名  世帯数  
（世帯）  

人数  
（人）  備考  

福居（山森）  ６  ９   
福居（熊壁）  ８  １０   
福居（脇）  ５  ５   
福居（庄田）  ５  ６   
盛郷（林）  ４  ４   
盛郷（上吉田）  ８  ９   
盛郷（田土）  ８  １４   
豊郷（洞）  １１  １２   
豊郷（名島）  ４  ６   
豊郷（神谷）  ９  １１   
豊郷（松尾）  １１  ２０   
鶴ヶ岡（舟津）  ２  ４   
鶴ヶ岡（殿）  １０  １１   
鶴ヶ岡（川合）  ６  ７   
鶴ヶ岡（棚）  ７  ７   
高野（砂木）  ６  ８   
高野（栃原）  ８  ９   
高野（今宮）  １  ２   

鶴ヶ岡 計  １１９  １５４   
南  １２  １６   
北  １４  １６   
中  １１  １３   
河内谷  ９  １３   
下  ７  ９   
知見  １８  ２０   
江和  １６  １７   
田歌  １２  １５   
芦生  ４  ７   
白石  ０  ０   
佐々里  ７  ８   

知井 計  １１０  １３４   
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地域名  世帯数  
（世帯）  

人数  
（人）  備考  

内久保  ９  １２   
大内  ７  ９   
荒倉  ６  ８   
深見  ９  １１   
長尾  ５  ５   
野添  ６  ８   
安掛  １６  ２３   
上平屋  １８  ２３   
下平屋  １６  ２１   
又林  ５  ７   

平屋 計  ９７  １２７   
萱野  ５  ５   
大野  ２９  ３５   
川谷  １０  １２   
岩江戸  １３  １６   
肱谷  １０  １１   
小渕  ７  ７   
向山  ７  ９   
樫原  １１  １１   
音海  ３  ３   

大野 計  ９５  １０９   
原  １０  １３   
板橋  １２  １５   
宮脇  １２  １４   
下吉田  １３  １４   
島  １９  ２２   
長谷  ２１  ２３   
上司  ９  ９   
和泉  ２１  ２８   
静原  ２１  ２２   

宮島 計  １３８  １６０   
合計  ５５９  ６８４   
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４，災害時要援護者施設の避難体制 
（１）災害時要援護者施設の状況 

施 設 名 施設入所  
人数 (人 ) 所   在   地  緊急時  

連絡先  

（社）美山育成苑  
１００  美山町小渕クボ 50 番地 1 75－1561 

（福）北桑会美山やすらぎホーム

特別養護老人ホーム  ５０  
（福）北桑会美山やすらぎホーム  

短期入所生活介護  ２０  

美山町島小栗栖山 13 番地 1 75－0847 

（福）北桑会ケアハウス美山  
３０  美山町島小栗栖山 13 番地  75－1670 

（医）財団美山健康会美山診療所  
４  

（医）財団美山健康会美山診療所  
介護療養型老人保健施設  

（医）財団美山健康会美山診療所  
短期入所療養介護  １５  

美山町安掛下 8 番地  75－1113 

（福）七野会  
グループホームみやま  ９  美山町高野素崎 14 番地 2 76－9027 

合    計 ２２８    

 
 
（２）災害時要援護者施設の避難 

 施設入居者の避難方法、避難先（受入先）について、南丹市が市内の関係施設と別

途調整し、別に定める「南丹市災害時要援護者施設避難計画（仮称）」により定める。 
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ⅥⅥⅥⅥ    避難計画上避難計画上避難計画上避難計画上のののの保育所保育所保育所保育所、、、、学校施設学校施設学校施設学校施設 

 

 １，保育施設 

施設名  所在地  保育の状況  電話番号  
みやま保育所  美山町島島台５３番地  ０歳児～５歳児  75－0133 

知井保育所  美山町中勘定７番地  １歳児～５歳児  77－0047 
 
 ２，教育施設 

施設名  所在地  電話番号  

知井小学校  美山町中勘定１０番地  77－0016 
平屋小学校  美山町安掛上ノ山１７番地  75－1009 
宮島小学校  美山町島島台５２番地  75－0017 
鶴ヶ岡小学校  美山町鶴ヶ岡宮ノ前２３番地２  76－0014 
大野小学校  美山町三埜南畑２８番地  75－0153 
美山中学校  美山町静原桧野１０番地１  75－0027 
府立北桑田高校美山分校  美山町上平屋梁ヶ瀬９番地２  75－1129 
府立北桑田高校  京都市右京区京北下弓削町沢ノ奥１５番地  075－854－0022 
 
 ３，学校等関係者の対応 
 在校園中において、原子力災害が発生した時、保育所長、各小中学校の校長は、市

災害対策本部からの情報提供と指示に基づき、園児、児童、生徒及び教職員の安全確

保を図り、教職員への事故状況の周知徹底、園児、児童・生徒数の確認、保護者への

連絡等を優先して行う。 

 特に、市災害対策本部から屋内退避等の指示があった時は、所長、学校長は、園児、

児童・生徒及び教職員を校舎から外出させない措置をとり、市災害対策本部へ状況報

告のうえ、園児、児童・生徒の帰宅は、別に指示あるまで保育所、各学校で待機させ

る。 

 また、園児、児童、生徒が在宅中の場合は、自宅、地域の避難行動をとる。 
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 なお、原子力発電所の異常事象（事故等）により影響が想定されるとき、保育所、

各小中学校、高校の具体的対応は次のとおりとする。 

 

  ①重大なトラブル発生の通報が市にあったとき 

    ・災害対策体制の設置及び市災害対策本部からの情報伝達。 

    ・園児、児童、生徒及び教職員など関係者の確認。 

    ・緊急でない電話の通話は控える 

    ・有線テレビ、防災行政無線またマスコミによる情報にも注意する。 

    ・状況に応じて、市災害対策本部との連絡調整し、保護者に迎えを依頼の上、

保育所長、各小中学校の校長は、園児、児童、生徒を帰宅させる措置をと

る。 

  ②「屋内退避」の指示があったとき 

    ・教室などの校舎内に退避させる。 

    ・洗顔、うがい、手洗いを行う。 

    ・ドア、窓は閉め、換気扇は止める。 

    ・状況に応じて、市災害対策本部との連絡調整し、保護者に連絡の上、バス

下校による自宅退避に移行する。 

  ③「避難指示」の指示があったとき 

    ・市災害対策本部から避難指示を連絡する。 

    ・市災害対策本部が手配したバスに乗車させ、南丹市役所本庁へ輸送する。 

    ・マスク、帽子、上着等を着用し、肌の露出が極力ないよう生徒等に指示す

る。 

    ・園児、児童、生徒及び教職員等の安否を確認する。 

 

 ４．放課後児童クラブ時の避難行動 

 放課後児童クラブ開所中に、原子力発電所の異常事象（事故等）により影響が想定

されるときは、児童在校中の対応に準じた避難行動をとる。 
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Ⅶ 仮設住宅建設候補地 

 
 原子力発電所の事故の終息の見込みが立たず、長期的な避難生活が予想されるとき

は、下記の候補地に仮設住宅の建設を検討する。 
記 

No 建設候補地施設名  建設戸数  
（戸）  

収容予定人数  
（人）  

面  積  
（㎡）  

１  園部公園  ７００  ２，８００  ４９，０００  

２  園部城南町防災公園  ６０  ２４０  ４，５００  

３  園部新町公園  ８５  ３４０  ６，０００  

４  八木西地区コミュニティ公園  １４０  ５６０  １０，０００  

５  園部木崎町公園  ５５  ２２０  ３，９００  

６  園部城南町公園  ２５  １００  ２，０００  

７  園部小山東町１号公園  ８５  ３４０  ６，０００  

８  園部横田１号公園  ２０  ８０  １，５００  

９  園部横田２号公園  １５  ６０  １，０００  

10 園部横田３号公園  １５  ６０  １，０００  

11 園部横田４号公園  ２５  １００  ２，０００  

  １，２２５  ４，９００   
 
 ○仮設住宅建設にあたっては、公営住宅の空き部屋状況、民間の戸建て住宅及び集

合住宅の賃貸等の申し出状況等を考慮し、かつ避難期間、避難世帯数等仮設住宅

の必要性を総合的に検討する。 
 
 ○仮設住宅に関する建設、入居等具体的な事項は、別に定める「仮設住宅建設・入

居計画（仮称）」によるものとする。 
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Ⅷ 医療体制の確保 

 

 「京都府緊急被ばく医療マニュアル【暫定版】」に基づき、次のとおり対応する。 

 

 １，初期被ばく医療  
 避難時のモニタリングの数値により、被ばくの可能性があると判断される住民に対

して、指定された被ばく医療機関に搬送するものとする。 
 
 《京都府南丹医療圏内の初期被ばく医療機関》 

医療機関名  所在地  連絡先  
公立南丹病院  南丹市八木町八木上野 25 0771-42-2510 
国保京丹波町病院  船井郡京丹波町和田大下 28 0771-86-0220 
医療法人清仁会亀岡シミズ病院  亀岡市篠町広田 1-32-15 0771-23-0013 
亀岡市立病院  亀岡市篠町篠野田 1-1 0771-25-7313 
 
 ２，救護所の開設 

（１）初動期 
 京都府南丹保健所と連携し、避難所に避難されてきた住民のために、救護所を設置

し、住民の登録、スクリーニング、簡易な除染、行動調査及び説明を行い、放射線被

ばくと放射性物質による汚染の有無を調べ、医療機関への搬送決定等を行う。 
 なお、原則として避難者全員に救護所の通過を義務付け、その設置場所、実施体制

は、別途京都府等の指示を受けるものとする。 
（２）安定期 
 継続した治療が必要な市民や常備薬の服用を日常からされている市民について、各

避難所で避難所担当職員が確認を行い、市民福祉部が取りまとめの上、船井医師会の

協力を得て、避難所の巡回検診の実施や各医療診察機関と連携し、医師の診察を受け

る環境を整えるものとする。 
 また、京都府南丹保健所と連携のもと、保健師を各避難所に派遣し、避難者の健康

管理やストレスケアを行う。 
 
 ３．スクリーニングの実施 
 原子力災害の際に放射能汚染の検査や、これに伴う医学的検査を必要とする事態が

生じた場合は、救護所において、国の緊急被ばく医療派遣チームの協力を得て、身体

表面に放射性物質が付着しているもののふるい分けを実施する。 
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Ⅸ 住民避難誘導体制 

 
 原子力発電所の事故により、南丹市長が災害対策基本法第６０条に基づき、避

難対象地域に避難指示を発令した場合は、市災害対策本部は、次の体制をとるも

のとする。 

農協・森林組合等

教育委員会 小・中学校

保育所

企画政策部

情報センター

社会福祉協議会

在宅要援護者輸送調整

輸送計画連絡

各区長・各振興会

美山支所

（現地対策本部）

農林商工部 宿泊施設

医療機関

市民福祉部 各福祉施設

関西電力㈱

京　都　府

南丹市災害対策本部

バス事業者

職員派遣 連絡調整

総務部 南丹警察署

京都中部広域

消防組合消防本部

南丹市消防団

 

 
 《避難誘導の際の確認事項》 
 ○災害対策本部から各区長、振興会への避難指示の連絡は、情報の錯綜、混乱を避

けるため、美山支所を窓口とする。 
 ○避難地域の住民を避難させるため、バスを当該地域に派遣する場合、企画政策部

は、事前に市民福祉部と調整し、在宅の要援護者の状況を把握しておく。 
 ○市民福祉部は、避難地域の在宅要援護者を安全に避難させるため、必要に応じて、

南丹市消防団、社会福祉協議会などに避難支援を依頼する。 
 ○現地へ派遣された担当職員は、避難指示の区域に、住民が残っていないか、区長

や消防団と連携し確認する。 
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≪南丹市災害対策本部の避難誘導体制≫ 

災害対策本部 事 務 分 掌 担当部署 

美山支所部 ①現地対策本部の設置 

②対象区長、地域振興会長へ電話連絡 

③災害対策本部との連絡調整 

④避難対象地域へ職員派遣 

⑤関係団体との連絡調整 

⑥美山支所の避難準備 

⑦府立北桑田高校美山分校（本校含む）への情報伝達 

⑧現地での警察、消防署等関係機関との確認 

美山支所 

地域総務課 

健康福祉課 

産業建設課 

総務部 ①南丹市災害対策本部の設置及び職員動員計画の作成 

②防災行政無線の放送 

③京都府、南丹警察署、園部消防署等関係機関との連

絡調整 

④事故等の情報収集 

⑤オフサイトセンターとの連絡調整 

⑥関西電力㈱との連絡調整 

⑦美山支部への職員派遣 

⑧市消防団への避難誘導要請 

総務部 

総務課 

財務課 

税務課 

監理課 

 

 

企画政策部 ①輸送交通機関との連絡調整 

②市民福祉部との調整（災害時要援護者対策） 

③避難輸送計画の作成及びバス派遣 

④副市長のオフサイトセンターへの送迎 

⑤職員動員状況の把握 

⑥報道機関への対応 

⑦広報車による避難広報巡回 

⑧有線テレビの緊急放送 

⑨市ホームページ掲載（災害状況、避難状況等） 

企画政策部 

交通対策室 

 

企画調整課 

市民福祉部 

 

 

 

 

 

 

 

 

①避難所開設及び避難所担当職員の割振り 

②在宅災害時要援護者への避難支援及び状況確認 

③災害時要援護者施設避難計画の作成 

④災害時要援護者施設への避難指示及び連絡調整 

⑤各保育所への連絡、指示 

⑥市社会福祉協議会へ災害ボランティア要請準備 

⑦緊急時医療体制の確認、医療機関との連絡調整 

⑧京都府との連絡調整による救護所設置 

⑨医師会との連絡調整による市民の健康管理 

市民福祉部 

福祉事務所 

 

 

 

保健医療課 
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災害対策本部 事 務 分 掌 担当部署 

市民福祉部 

 

⑩京都府との連絡調整による緊急時モニタリングの実

施体制の整備 

⑪犬、猫等ペットに対する対処指導 

⑫京都府福祉、医療、環境部局との連絡調整 

環境課 

 

 

農林商工部 ①観光、宿泊施設との連絡調整 

②避難所開設に係る必要物資の確保 

③農作物の移動制限の対処 

④家畜等の対処指導 

⑤避難対象地域の避難完了確認（現地派遣） 

農林商工部 

商工観光課 

農政課 

 

農林整備課 

土木建築部 ①国道、府道の通行規制等情報収集 

②南丹警察署との調整による市道通行止措置 

③避難対象地域の避難完了確認（現地派遣） 

④輸送バスの添乗による避難誘導 

⑤避難所への必要物資輸送 

⑥仮設住宅建設計画の作成 

土木建築部 

道路河川課 

都市計画課 

 

住宅課 

上下水道部 ①各避難所への給水活動 

②避難所での給水場所の設置 

③仮設住宅建設時の上下水道整備 

上下水道部 

上水道課 

下水道課 

教育部 ①幼稚園、小中学校との連絡調整 

②避難所開設準備（市民福祉部と合同調整） 

③学校施設の使用禁止措置 

④京都府教育委員会との連絡調整 

⑤避難児童、生徒の把握及び教育環境の確保 

教育委員会 

教育総務課 

学校教育課 

 

社会教育課 

八木支所部 ①避難所開設 

②広報車による避難広報巡回（美山支所管内）の派遣 

八木支所 

地域総務課 

健康福祉課 

産業建設課 

日吉支所部 ①第二次現地対策本部開設準備 

②広報車による避難広報巡回（美山支所管内）の派遣 

日吉支所 

地域総務課 

健康福祉課 

産業建設課 

市消防団 ①避難対象地域の住民避難誘導 

②避難広報の巡回 

各支団 

 

注）上記事務分掌は、部単位で取りまとめているため、各課は部長等の指示により、

柔軟かつ横断的に対応するものとする。
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      南丹市医療診療施設一覧 
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１ コンクリート屋内退避候補公共施設 

 

施設名 所在地 面積（㎡） 備考 

南丹市美山文化ホール 南丹市美山町島島台５１番地 3,641  

美山基幹集落センター 南丹市美山町島往古瀬8番地 706  

美山中学校 校舎 南丹市美山町静原桧野10-1番地 2,614  

大野小学校 校舎 南丹市美山町三埜南畑28番地 1,918  

美山保健センター 南丹市美山町安掛下8番地 689  

美山農業振興総合センター 南丹市美山町安掛下23番地 1,234  

美山診療所 南丹市美山町安掛下8番地 1,469  

美山知井会館 南丹市美山町中上前82-1番地 966  

 

※ 放射性物質による被ばくをより低減するため、「屋内退避」から更に大きい遮へい及び

気密効果が期待できる「コンクリート屋内退避」が有効であるため、予測線量が比較的

高い場合で、避難する時間的な余裕がないときに活用を検討 

※ 「予測線量」とは、放射性物質又は放射線の放出期間中、屋外に居続け、何らの措置も

講じなければ受けると予測される線量のこと。 
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２ 関係機関連絡先 

 

■南丹市 
名    称 所   在   地 電話番号 

南丹市役所本庁 南丹市園部町小桜町４７番地 0771-68-0002 
南丹市役所八木支所 南丹市八木町八木東久保２９－１番地 0771-68-0020 
南丹市役所日吉支所 南丹市日吉町保野田市野３－１番地 0771-68-0030 
南丹市役所美山支所 南丹市美山町島島台５１番地 0771-68-0040 

 

■京都府 
名    称 所   在   地 電話番号 

南丹広域振興局 
企画総務部総務室 

亀岡市荒塚町１－４－１番地 0771-22-0422 

南丹広域振興局 
園部地域総務室 

0771-62-0360 

南丹保健所 0771-62-4751 

南丹土木事務所 

南丹市園部町小山東町藤ノ木２１番地 

0771-62-0025 

府民生活部 
防災・原子力安全課 

075-414-4475 

文化環境部 
環境・エネルギー局 

環境管理課 

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町  

075-414-4709 

 

■警察・消防機関 
名    称 所   在   地 電話番号 

京都府南丹警察署 南丹市園部町上本町南２－５番地 0771-62-0110 

京都中部広域消防組合  
消防本部 

亀岡市荒塚町１－９－１番地 0771-22-9582 

京都中部広域消防組合  
園部消防署 

南丹市園部町上木崎町大将軍１９－２

番地 
0771-62-0119 

 



 - 44 - 

３ 南丹市美山町宿泊施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 宿泊施設 施設住所 宿泊可能数 備　　考

1 料理旅館　枕川楼 美山町中 60

2 いそべ旅館 美山町長尾 61

本館 17

別館 44

3 きぐすりや 美山町鶴ヶ岡 32

4 いおり山荘 美山町音海 70

5 ボリジ（BORIGI) 美山町江和 12

6 江和ランド 美山町江和 50

7 民宿　ハリマ屋 美山町佐々里 25

8 八ヶ峰荘 美山町知見 20

9 まるや 美山町中 20

10 お宿　とみ家 美山町北 12

11 かやぶきのお宿　またべ 美山町北 14

12 民宿　久や 美山町北 13

13 宿苑　勘兵衛 美山町内久保 15

14 民宿　みやま 美山町長谷 120

15 旬季庵 美山町三埜 1日1組

16 粋仙庵 美山町樫原 1日1組

17 百日紅 美山町上司 12

18 京都美山さいふおん亭 美山町大野 12

19 井栗小屋 美山芦生 5 自炊のみ

20 田歌舎 美山町田歌 14 シャワーのみ

21 美山ハイマートユースホステル 美山町小渕 13

22 美山芦生山の家 美山町芦生 32

23 自然文化村　河鹿荘 美山町中 78

24 美山Futon＆Breakfast 美山町島 1日1組

計 690
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４ 輸送バス一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 南丹市 47 1 47

2 南丹市 34 2 68

3 南丹市 46 1 46

4 南丹市 57 2 114

5 南丹市 59 2 118

6 南丹市 28 5 140

7 南丹市 58 1 58

8 南丹市 14 1 14

計 343 15 605

9 (有)美山観光バス 27 2 54 民間

10 株式会社　京都みやび観光 61 1 61 〃

11 株式会社　京都みやび観光 54 1 54 〃

12 株式会社　京都みやび観光 28 3 84 〃

13 京阪京都交通株式会社 54 10 540 〃

14 (有)中京交通 40 1 40 〃

15 (有)中京交通 45 1 45 〃

16 (有)中京交通 28 4 112 〃

17 (有)中京交通 20 2 40 〃

計 357 25 1,030

18 市有マイクロバス（八木支所） 28 1 28

19 市有マイクロバス（日吉支所） 24 1 24

20 市有マイクロバス（教育委員会） 24 1 24

計 76 3 76

計 776 43 1,711

輸送人員 備考Ｎｏ バス所有者 乗車人数（人） 台数
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５ 南丹市医療診療施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 施設住所 電話番号 備　　考

1 （医財）美山健康会　美山診療所 美山町安掛下８ 75-1113

2 （医財）美山健康会　宮島診療所 美山町静原森ヶ下１４－１ 75-0272

3 林健センター診療所（市直営） 美山町鶴ケ岡釈迦堂前１４－１ 76-0201

4 大萱医院　美山分室 美山町中上前６９－１ 77-0213

5 中西耳鼻咽喉科美山分院 美山町内久保山ノ神－６ 77-0833

6 荒木歯科医院 美山町静原森ヶ下１４－１ 75-0271

7 みやま岡田歯科医院 美山町中上前８３　知井会館１Ｆ 77-0010

8 藤岡五ヶ荘診療所 日吉町四ツ谷堂中２５ 73-0203

9 藤岡五ヶ荘第２診療所 日吉町田原東雲２-２３ 72-1014

10 （医）吉田医院 日吉町殿田尾崎８ 72-0022

11 胡麻佐野診療所 日吉町胡麻才ノ本４ 74-0022

12 明治国際医療大学附属病院 日吉町保野田ヒノ谷６－１ 72-1221

13 鈴木歯科医院 日吉町胡麻的場１－１ 74-3418

14 （医）丹医会　園部丹医会病院 園部町美園町５号８－７ 62-0515

15 （医）川西診療所 園部町宮町３６ 62-0139

16 （医）仁丹医院 園部町河原町４号１３ 62-0234

17 廣野医院 園部町若松町１１５ 62-0218

18 冨井内科医院  園部町横田３号１５１ 68-2550

19 南八田診療所 園部町南八田縄手27-1 65-0048

20 高屋こども診療所 園部町小山東町平成台１-５-１ 68-1155

21 （医）吉田小児科内科医院 園部町上木崎町寺ノ下２７－８ 63-1458

22 石川耳鼻咽喉科医院 園部町栄町１号１５－８ 62-0212

Ｎｏ
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施設名 施設住所 電話番号 備　　考

23 げんの耳鼻咽喉科医院 園部町上木崎町寺ノ下２７－１ 68-1313

24 さとう眼科医院 園部町木崎町土手下５－６ 63-1806

25 京丹アイクリニック 園部町上木崎町寺ノ下２７－１ 63-5511

26 （医）ひまわり会　河野歯科医院 園部町横田４－２２ 63-1322

27 高屋歯科医院 園部町本町２２ 62-0144

28 （医）ムネカワ歯科 園部町上本町南２－１８ 63-0819

29 村井歯科医院 園部町美園町６-１３ 63-0348

30 元村歯科医院 園部町栄町３号１４－５ 63-1156

31 山田歯科医院 園部町若松町３番地 62-0019

32 大町歯科医院 園部町上木崎町大将軍１９－１ 68-2217

33 寺澤皮膚科医院 園部町美園町6-19-2 86-8181

34 公立南丹病院 八木町八木上野２５ 42-2510

35 きむら診療所 八木町西田北條３０－２ 43-0860

36 坂井医院 八木町八木東久保２０－１ 42-2531

37 福井医院 八木町船枝半入３３－１ 42-4723

38 山田医院 八木町八木鹿草３４ 42-2306

39 神吉診療所 八木町神吉西河原16 44-0355

40 石原医院 八木町八木鹿草８９ 43-2800

41 （医）みどり会　嶋村歯科診療所 八木町八木野條３３ 42-5897

42 （医）兼仁会　秋田歯科 八木町八木西町裏１３ 42-2345

八

木

町

園

部

町

Ｎｏ



 - 48 - 



 - 49 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南丹市原子力災害住民避難計画 

 

平成２４年３月作成 

 

 

 

南丹市原子力災害住民避難計画は、南丹市地域防災計画（原子力防災

対策編）と連動し、国の防災指針、指標、基準等の見直しが行われた場

合には、適宜見直しを行うものとする。 

 


